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県営住宅 

「随時募集」入居申込みのご案内 

 

随時募集とは 

新潟市内県営住宅の一部の住戸では、 

先着順で 1 年を通じて入居者を募集しております。 

 

 

受付は、下記 新潟県住宅供給公社の窓口にて行っております。 

新潟市の各区役所、市営住宅サービスセンターでは 

受付できませんので、ご注意ください。 
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県営住宅とは 
 

県営住宅は、住宅に困窮する一定基準以下の所得の方に賃貸する住宅ですので、入

居の際には資格の審査を行います。 

また県営住宅は公営住宅法に基づき供給されているものですので、入居後も公営住

宅法及び新潟県営住宅条例等の関係法令の規定による諸手続きが必要となります。 

  

随時募集の申込み方法 

 公社ホームページ（www.niigata-kousha.or.jp）あるいは公社窓口（本社及び豊

栄事務所）にて下表の募集対象住戸で入居可能な住戸があるかどうかを確認していた

だき（℡確認可）、毎月 10 日（土日祝日の場合は翌営業日）までに申込書及び申込確

認書（裏面）を記入し入居資格審査に必要な書類（14～17 ﾍﾟｰｼﾞ参照）とともに提

出していただくと、翌月 1 日（正月の場合は変更あり）には入居可能となります。 

※災害時は被災者用の住戸として提供しますので、随時募集をしない場合もあります。

ご了承ください。 

 

随時募集対象住戸および風呂設備について 

※申込時に入居可能な住戸（修繕済の部屋）がない場合もありますので、ご了承願います。 

※風呂設備の無い住宅は、ご自身で用意する必要があり、公社の風呂レンタルも可能です。 

 
公社の風呂レンタル 

 公社にて風呂レンタル事業をしております。対象住戸は、上表にて確認してください。 

  （注）新栄町住宅、割前住宅は、対象外となりますので、ご自身でご用意お願いします。

  レンタル費用：初期負担金 58,000 円,月々3,130 円、契約期間：入居から退去まで 

 詳しくは、公社風呂レンタル担当までお問合せください。 

 
 

募集住宅及び募集階数 住  所 
風呂 

設備 

風呂 

レンタル 

〇県営上新栄町住宅 2F～3F 
 
新潟市西区寺尾北 1 丁目 1 番 無 可 

〇県営 新栄町 住宅 3F～5F 
 
新潟市秋葉区新栄町 15～16 無 否(注) 

〇県営 新金沢 住宅 3F～4F 
 
新潟市秋葉区新金沢町 33～34 有 ― 

〇県営 割前  住宅 1F～4F 
 
新潟市西蒲区巻甲 1780 
 

無 否(注) 

〇県営 早通北 住宅 1F～5F  
(30~47 号棟） 

 
新潟市北区早通北 5 丁目 1～3 番 無 可 
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１．入居できる方 
 
県営住宅の入居には一定の要件（住宅困窮要件・収入基準）があります。原則として以下のす

べての条件を満たしていることが必要です。（単身の方も入居可能です。） 

 

□ 申込者は成人である。（18歳以上の方が対象です。） 
 
□ 持ち家がない。（ただし、売却や取り壊しが決まっている場合には申込可能です。 

申込時に、不動産売買契約書等（写し）の提出が必要になります。） 

 

□ 新潟市内の公営住宅の入居者でない。 
（ただし、入居名義人の同居親族が世帯分離する場合は、申し込みが可能です。） 

 

□ 過去、県営住宅に入居していた際の家賃滞納がない。 
 

□ 独立の生計を営んでいる。（被扶養者のみでの入居はできません。） 
  また、結婚している場合は配偶者と同居する。（夫婦の別居はできません。） 

 

□ 月額の所得（計算方法は 6～11 ﾍﾟｰｼﾞ）が入居基準である 
158,000円以下である。または次のいずれかに該当する者 
（裁量世帯）で、214,000円以下である。 

 

裁量世帯（所得の上限が緩和される世帯）とは、次の世帯をいいます。 

１．申込締切日現在 60 歳以上の方のみの世帯、又は申込締切日現在 60 歳以上の方と

18 歳未満の方のみで構成される世帯 

２．小学校就学前の子供がいる世帯 

３．身体障害者手帳１級から４級のいずれかをお持ちの方がいる世帯 

４．精神障害者保健福祉手帳１級から２級のいずれかをお持ちの方がいる世帯。 

５．上記精神障害の程度と同程度の知的障害者の方がいる世帯。 

６．戦傷病者の手帳を持っている。 

７．医療特別手当証書を持つ原爆被爆者である。 

８．都道府県援護事務所管（部）課長の証明書を持つ海外からの引揚者である。 

９．ハンセン病療養所等の入所者である。 

10. 災害等により住宅に困窮している方 

 

□ 住宅に困窮しており、次のいずれかに該当する。 

１．住宅以外の建物又は危険な若しくは不衛生な住宅に居住している。 

２．他の世帯と同居していて不便であるか、住宅がないため親族と同居できない。 

３．世帯構成に比べ住宅が著しく狭い。 

４．自己の責めによらず立退きの要求を受け、適当な立退き先がない。 

５．住宅がないため遠隔地通勤をしている。 

６．収入に比べ著しく過大な家賃の支払いをしている。 

７．その他の困窮事由 
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□ 申込者および同居しようとする親族（内縁関係にある者及び婚約者を含む。

以下同じ。）は、暴力団員でない。 
 

□ 入居決定後、下記の要件を満たす 1名の連帯保証人を付けられること。 

申込み本人と同程度の収入のある方で次の要件にあう方 

１．申込み本人の３親等以内の血族で、新潟市近隣に居住している方 

２．１に該当する方がいない場合 

申込み本人の３親等以内の血族で、新潟県内に居住している方 

３．１、２に該当する方がいない場合 

  申込み本人又は同居親族の３親等以内の血族もしくは知人で、国内に居住している方 

なお、どうしても連帯保証人が見つからない場合は、公社にご相談ください。 
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２．申込みから入居まで 

 

【申込み】 
毎月 10日（土日祝日の場合は翌営業日）までに申込書及び申込確認

書（裏面）に入居資格審査書類を添えて申し込んでください。 

 

① 入居可能住戸（修繕済の住戸）に自分の希望する住戸があるかどうか、 

公社ホームページ、公社窓口又は電話で確認してください。 

 

②入居希望の住戸を決めていただき、申込書及び申込確認書に 

入居資格審査書類（14～17 ﾍﾟｰｼﾞ）を添えて提出していただきます。 

※住戸確認については、原則、間取りの図面等により、行っていただきます。 

 

③ 公社で入居資格審査を行います。入居資格を充たすことが確認できた方につ

いては、入居説明会のご案内を送付します。 

 

※随時募集で住戸が決定された方で、定期募集に申込登録している方は定期募

集の申込を辞退していただきます。 

 

【入居説明会】＝毎月 15日（土日祝日の場合は前営業日） 
①契約に必要な書類の説明 

②入居についての留意事項の説明 

※入居説明会に欠席した場合、入居取り消しになりますのでご注意ください。 
 

【入居決定】 

・「県営住宅入居決定書」により通知します。（郵送） 

・敷金の納付書を同封しますので、期日までに納入してください。 

 

【鍵渡し・入居】 
入居可能日は申込みの締切月の翌月 1 日となります。 

なお、家賃は入居可能日から発生します。 

「県営住宅入居請け書」の提出、及び敷金の納付と引き換えに住宅の鍵をお

渡しします。 

入居可能日から 15 日以内に入居することを要します。 

※1 月の入居可能日は正月期間のため､日程が変更となります。 
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３．月額所得の計算方法  
 
１ 世帯で収入のある方、全員の所得額を合計します。（所得の見方は 7 ページ以降）  
 

所得合計   ①                円 
※給与所得が 999 円までの方は、0 円として扱います。 

 
２ 下記の控除一覧表で該当する控除の金額を合計し、所得合計①から引きます。 

 
控除合計   ②                円 

控除後の所得額   ③（①－②）           円 
 
３ 控除後の所得額③を 12 で割って月額所得を算出します。 
 

月額所得   ④（③÷12）            円 

控除一覧表  

控除名 控除対象者 控除額 

① 給与所得者等

控除 

 

入居者又は同居者のうち給与所得または公的年金等に係る雑所得を有

する方 

１０万円を限度

にその人の所得

額分を控除 

② 同居者控除 同居者 一人につき 

３８万円 

③ 同居外扶養親

族控除 

同居者以外の扶養親族 １人につき 

３８万円 

④ 老人控除対象

配偶者老人扶

養親族控除 

控除対象配偶者のうち年齢７０歳以上の者及び扶養親族のうち年齢が

７０歳以上の方 

１人につき 

１０万円 

⑤ 特定扶養親族

控除 

扶養親族のうち年齢が１６歳以上２３歳未満の方 

（ただし、配偶者を除きます） 

１人につき 

２５万円 

⑥ 障害者控除 入居者、同居者又は同居外扶養親族のうちア～エのいずれかに該当す

る方 

ア.中軽度の知的障害者 イ.身体障害者手帳（3 級以下）の所持者 

ウ.精神障害者保健福祉手帳（2 級以下）の所持者 

エ.その他ア～ウと同程度の障害を有する 65 歳以上の方で福祉事務

所長等の認定をうけている 

１人につき 

２７万円 

⑦ 特別障害者 

控除 

 

入居者、同居者又は同居外扶養親族のうちア～オのいずれかに該当す

る方 

ア.重度の知的障害者 イ.身体障害者手帳（1・2 級）の所持者 

ウ.精神障害者保健福祉手帳（1 級）の所持者 エ.常に就床を要し複

雑な介護を要する オ.その他ア～エと同程度の障害を有する 65 歳

以上の方で福祉事務所長等の認定をうけている 

１人につき 

４０万円 

⑧ ひとり親 

控除 

 

入居者又は同居者で婚姻をしていない又は配偶者が生死不明で子 

（同一生計、所得 58 万円以下で、他者の同一生計配偶者等でない）

がおり、合計所得金額が 500 万円以下である方（事実婚は対象外）  

３５万円を限度

にその人の所得

額分を控除 

⑨ 寡婦控除 

 

入居者又は同居者で⑧のひとり親に該当せず、以下のア、イのいずれ

かに該当する方（事実婚は対象外） 

ア.寡婦（離婚）で扶養親族がおり合計所得額が 500 万円以下の方 

イ.寡婦（死別又は生死不明）で合計所得額が 500 万円以下の方 

２７万円を限度

にその人の所得

額分を控除 

※扶養親族とは  入居者と生計同一である者のうち、合計所得金額が 58 万円以下の方 
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《所得の見方》 

１）前年１月１日から勤務先・事業に変わりがない方 

  給与所得者の方は           の金額となります。 

 

 

２）事業所得の方、２種類以上の所得のある方（２か所以上で給与をもらっている方） 

  確定申告書の控えの所得金額の合計欄           になります。
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３）所得証明書の場合は         の金額となります。 

 

４）前年１月２日以降に勤務先・事業が変わった方 

 

①給与所得者の方 

《就職から１年を経過している場合》 

⇒申込の前月までの１年分の収入金額(A)を、 

下の給与所得計算表に当てはめて所得金額を算出します。 

《就職から１年を経過していない場合》 

     ⇒就職の翌月から申込前月までの収入金額(A)を１年分に換算し、 

下の給与所得計算表に当てはめて所得金額を算出します。 
 

給与所得計算表(①より)     
      

給与の収入金額 
1 年分の合計 

Ａ 
円 

 

 

○Ａの金額が 1,899，999 円以下の方は次の表で計算します。 

Ａの金額 給与所得の金額 

       ～650,999円 0円 

 651,000円～1,899,999円 Ａ－650,000円 ＝      円 

 

 

 

 

 

 

年度　　市・県民税課税（所得）証明書

収入・所得は　　　　年１月１日から　　　　年１２月３１日までの状況です。

雑損

医療費 調整控除

社会保険料 配当控除

小規模企業 住宅借入金等特別控除

生命保険料 寄付金控除

地震保険料 外国税額控除

配偶者 所得割調整額

（控除対象配偶者：無） 配当割・株譲渡割控除

配偶者特別 以下余白

一般扶養 人

特定扶養 人

老人扶養 人

(内,同居 人 )

扶養障害（特別） 人

(内,同居 人 )

扶養障害（その他） 人

基礎

障害者

寡婦・ひとり親

勤労学生

(内，専従者給与)

以下余白

（　　　）　第　　　　　　　　号

上記のとおり相違ないことを証明します。

年　　月　　日

この証明書にはすかし等の不正防止処置を施してあります。

合計所得金額

均 等 割 額

所 得 割 額

住

所

氏

名

所

得

内

訳

生年月日 年　　月　　日

所 得 控 除 合 計

(注)この項目は、証明書の提出先において

使用する場合があります。
年 税 額

税

額

内

訳

市 民 税 県 民 税
指定都市以外の標準税率により算出した額(注)

市 民 税 県 民 税

市　長

給 与 収 入

公 的 年 金 収 入

税

額

控

除

の

内

訳

〔本人該当項目〕

備

考

所

得

控

除

の

内

訳

課

税

標

準

額
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②事業主の方 

《事業開始から１年を経過している場合》 

⇒申し込みの前月までの１年分の収入金額から 

経費を差し引いたものが所得金額となります。 

《事業開始から１年を経過していない場合》 

⇒事業開始翌月から申込前月までの収入金額から 

経費を差し引き、１年分に換算して算出します。 

 

③年金を受給している方 

年金の源泉徴収票・年金額の改定通知書の金額、または振込通知書の金額を６倍した額が 

年金の収入金額になります。 

 

年金所得の計算表 

年齢 年金の収入金額 所得金額 

６５歳未満 

1,300,000円未満 収入金額－600,000円 

1,300,000円以上 4,100,000円未満 収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上 7,700,000円未満 収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円以上の場合 収入金額×0.95－1,455,000円 

６５歳以上 

3,300,000円未満 収入金額－1,100,000円 

3,300,000円以上 4,100,000円未満 収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上 7,700,000円未満 収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円以上の場合 収入金額×0.95－1,455,000円 

 

 

  

○Ａの金額が 1,900,000円から 6,599,999円の方は次の表で計算します。 

Ａ÷４ 
(千円未満の端数切捨て） 

Ｂ 
  ＝      ,000円  

   
Ｂの金額 給与所得の金額 

475,000円 ～ 899,000円 Ｂ×2.8－ 80,000円 ＝        円 

900,000円～1,649,000円 Ｂ×3.2－440,000円 ＝        円 

 
 
○Ａの金額が 6,600,000円以上の方は次の表で計算します。 

Ａの金額 給与所得の金額 

 6,600,000円～8,499,999円 Ａ×0.9－1,100,000円  ＝       円 

8,500,000円～20,000,000円 Ａ－1,950,000円  ＝       円 
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○ 計算の対象とならない収入 

下記については収入から除外されます。 

・ 障害年金、遺族年金等(所得税法上の非課税年金） 

・ 生活保護の扶助費、退職一時金、雇用保険の失業手当、休業補償、傷病手当、仕送り等 

 

○ 休業・休職期間のある方 

前年１月２日以降に休業・休職により、無収入の期間がある場合には、復業・復職の翌月か

らの収入を１年分に換算して計算します。 

 

 

《 月額所得の計算例 》 

給与所得者の夫、パート収入の妻と子供２人（学生 18歳・14歳）で入居の申し込みを

行う。夫の給与収入が年額 3,565,000円（給与所得控除後の金額 2,414,800円）、妻のパー

トの給与収入が年額 1,025,056円（給与所得控除後の金額 375,056円）である場合。 

 

１ 所得額を合計します。 

夫 2,414,800円＋妻 375,056円＝2,789,856円…Ａ 

※ 前年の所得に対する所得証明書の発行されない時期（１月～６月）に申込む場

合は源泉徴収票を確認してください。 

 

２ 控除額を算出します。 

控除名 控除額 

① 給与所得者等控除 10万円×( 2)人＝   20万円 

② 同居者控除 38万円×(  3 )人＝    114万円 

③ 同居外扶養親族控除 38万円×(    )人＝       万円 

④ 老人控除対象配偶者 

老人扶養親族控除 

10万円×(    )人＝       万円 

⑤ 特定扶養親族控除 25万円×(  1 )人＝     25万円 

⑥ 障害者控除 27万円×(    )人＝       万円 

⑦ 特別障害者控除 40万円×(    )人＝       万円 

⑧ ひとり親控除 35万円以下で、その方の所得金額 

             万円 

⑨ 寡婦控除 27万円以下で、その方の所得金額 

万円 

合  計              159万円…Ｂ 

 

３ 月額所得を算出します。【（Ａ－Ｂ）÷ １２ 】 

 

2,789,856円－1,590,000円  

 
12か月 

 

＝ 99,988 円 
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５）収入基準の年収換算表   

収入基準を所得者が１人として年間総収入金額（税込）に換算すると収入の区分に応じて

概ね以下のとおりとなります。（入居申込者及び同居者に２人以上の給与所得者がいる場合や、

同居者控除及び同居外扶養親族控除以外の控除の対象となる場合は異なってきます。） 

 

● 給与所得者の場合（源泉徴収票の支払金額欄です。） 

 区分 
同居者及び同居外の扶養親族数（入居申込者を除く） 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

年
間
収
入
（
円
） 

原
則
階
層 

2,967,999 

以下 

3,511,999 

以下 

3,995,999 

以下 

4,471,999 

以下 

4,947,999 

以下 

5,423,999 

以下 

裁
量
階
層 

3,887,999 

以下 

4,363,999 

以下 

4,835,999 

以下 

5,311,999 

以下 

5,787,999 

以下 

6,263,999 

以下 

 

● 事業所得者の場合（確定申告書の所得金額欄です） 
 

 区分 
同居者及び同居外の扶養親族数（入居申込者を除く） 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

年
間
収
入
（
円
） 

原
則
階
層 

1,896,000 

以下 

2,276,000 

以下 

2,656,000 

以下 

3,036,000 

以下 

3,416,000 

以下 

3,796,000 

以下 

裁
量
階
層 

2,568,000 

以下 

2,948,000 

以下 

3,328,000 

以下 

3,708,000 

以下 

4,088,000 

以下 

4,468,000 

以下 
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４．申込み・入居にあたっての留意事項 

【申込みにあたっての留意事項】 
  

１ 入居申込書に偽りの記載がある場合、申込みの無効または入居決定の取り消しとなります。 

 

２ 入居申込書の記載事項（家族構成、職業等）に変更があった場合は、速やかにお申し出く

ださい。 

 

３ 県営住宅の家賃は、公営住宅法及び新潟県営住宅条例等の関係法令により、入居者の収入

や、住宅の立地条件、規模、築年数等に応じて、毎年度算定されます。そのために、入居後

は毎年度「県営住宅入居者収入申告書」を提出していただく必要があります。 
 
 
   
 
 
 

【入居にあたっての留意事項】 
 

 １ 県営住宅においては、他の入居者への迷惑行為は禁止されています。 

また、動物の飼育（犬・猫等、他の入居者に影響を及ぼす恐れのある生き物）は禁止です。

（退去時に動物による住宅の毀損[爪による柱などへの傷など]が確認された場合は、全額

入居者負担で該当部分の原状回復を行っていただきます。） 

 

 ２ 入居の前に、家賃の３か月分の敷金を納入する必要があります。 

 

 ３ 居室の照明器具、ガスコンロ、給湯器、網戸及びエアコンは設備されておりませんので、

各自で入居時に持ち込み・退去時には撤去となります。（住宅により一部異なります。） 

 

 ４ 風呂釜、浴槽の持ち込みが必要な住宅がありますので、申込み時にご確認ください。 

  別途有料で風呂釜及び浴槽をレンタルすることもできます。（秋葉区、西蒲区を除く） 

 

 ５ 県営住宅の駐車場の使用を希望する場合は、別途契約が必要です。駐車場使用料は団地に

より異なりますので、18 ﾍﾟｰｼﾞをご確認ください。なお、駐車場があっても空き区画が無い

ことがあります。 

 

６ 県営住宅へ入居すると、自治会への加入や自治会費（共同費用として電気代などを含む。

費用は自治会により異なります。）の支払いが必要となりますのでご承知おきください。 

  

 ７ 住宅は前入居者の退去後、必要な部分の修繕は行っておりますが、新築ではありませ 

ん。多少の傷みや汚れはございますので、ご了承ください。 
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その他留意事項 
 

１ 同居承認や転貸禁止など 

入居時に申請した同居者以外の方をその後に同居させようとする場合は、県の承認が必要

となります。同居することによって世帯の収入が一定の基準を超えることとなる場合は、同

居ができないことがあります。また、住宅は親族を含め他の者に使用させることは出来ませ

ん。 

 

 ２ 住宅の使用について 

住む以外の用途（営業を行うなど）で住宅を使用することはできません。 

 

 ３ 収入超過者・高額所得者になった場合の義務について 

毎年度１０月１日で入居後３年以上が経過し、条例の収入基準（原則階層 158,000 円、裁

量階層 214,000 円）の収入基準を超えることとなる方は、収入超過者と認定され、明渡し努

力義務が課されます。 

また、１０月１日に入居後５年が経過し２年連続で高額所得者の基準を超えることとなる

場合は、高額所得者に認定されます。高額所得者に認定されると県営住宅を明渡す義務が発

生します。 

 

 ４ 退去時の修繕費について 

県営住宅を退去する際には、入居者の故意・過失等による損耗・毀損のほか、畳の表替え

や障子・ふすまの張り替え及び住戸全体の清掃にかかる費用等をご負担いただきます。 

 

 
入居にあたっての誓約事項 

鍵渡しの際に、次の誓約事項を遵守する旨の誓約書をご提出いただきます。 

誓約書をご提出いただけない場合は入居できません。 

 

・集合住宅であることをふまえ、共同生活上のルールを遵守する。 

 

・騒音を発生させる等、他の入居者の迷惑になる行為を行わない。 

 

・動物（犬・猫等、他の入居者に影響を及ぼす恐れのある生き物） 

の飼育はしない。 

 

・共用部分（階段、廊下、ベランダ部など避難通路）に荷物を置かない。 

 

・その他『入居のしおり』に記載された事項を遵守する。 
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５．入居資格審査及び契約に必要な書類 
 

①入居資格審査に必要な書類 
 

申込時に下記の書類（14～17 ページ）を揃えて提出してください。書類提出後、申込書に偽

りの記載があった場合は、当選・入居の取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。 

 

《全員提出する書類》 

必要書類 注意事項 

世帯全員の住民票の謄本 市(区)役所にて発行 

世帯全員が記載されていて、 

本籍・続柄等の省略のないもの。 

外国人の方は、永住者、特別永住者、中長期

在留者に限りますので、その旨の在留等の記

載のあるもの。 

所得証明書 市(区)役所にて発行 

18才以上の方は学生を除き全員必要です。（無

職の方も必要です。） 

生活保護を受けている方も必要です。 

（１月から６月までの間）に申込された方 

 

給与所得者・年金受給者の場合は、 

「源泉徴収票」の写し 

 

自営業等の場合は、「確定申告書の控え」 

 

令和 7 年１月２日以降に就職・転職・事業開

始された方、または年金を受給し始めた方は、

「収入に関して該当する方のみ提出する書

類」(15 ﾍﾟｰｼﾞ)を参照の上、書類を提出してく

ださい。 
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《収入に関して該当する方のみ提出する書類》 

必要書類 注意事項 

無職の方 

 
無職申出書 (※１) 

 

本人の自筆であること 

◎令和 7年１月２日以降に 

就職・転職された方 

 
給与証明書 (※１)及び明細書 
 

給与証明書 

・勤務先で証明 

・証明額は賞与等も含みますが、 

非課税額は除きます。 

・就職して１年以上の場合 

→直近の１年間分の給与を記入 

・就職して１年以内の場合 

→就職月から直近までの給与を記入 

・就職して１ヶ月未満もしくは１ヶ月以上経過した

が丸１ヶ月分の給与の支払いを受けていない場合 

→丸１ヶ月分の給与の支払いを受けて 

から証明（資格審査が遅れます） 

明細書 

・給与明細や賃金台帳(職場にて発行)など 

証明額を確認できる同期間の明細 

 

◎令和 7年１月２日以降に 

事業開始された方 

 
収支明細書 (※2) 
 

・事業を始めて１年以上の場合 

→直近の１年間分の収支を記入 

・事業を始めて１年以内の場合 

→事業開始月から直近までの収支を記入 

・事業を始めて１ヶ月未満もしくは１ヶ月以上経過

したが丸１ヶ月分の収支が出ていない場合 

→丸１ヶ月分の収支が出てから記入 

（資格審査が遅れます。） 

◎令和 7年１月２日以降に 

退職し無職となった方 

 
雇用保険の離職票の写し 
雇用保険の受給者証の写し 
退職証明書 (※2) 
のいずれかと無職申出書 (※１) 
 

退職証明書は前勤務先にて発行 

 

◎令和 7年１月２日以降に 

廃業等で無職となった方 

  

廃業届の写しと無職申出書 (※1) 

 

廃業届は受付印の押印されているもの。 

◎令和 7年１月２日以降に 

年金を受給された方 

  

年金額の分かるものの写し 

 

年金振込額通知書、又は年金振込額改定通知書など 

※１… 用紙は、新潟県住宅供給公社にあり、公社ホームページからダウンロードも可能です。 

※２… 用紙は、新潟県住宅供給公社にあります。 
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《該当する方のみ提出する書類その 1》 

必要書類 注意事項 

◎単身の世帯 

 単身入居の入居資格認定のための申立書 

(※1) 

 

◎未婚の世帯（寡婦世帯、寡夫世帯及び単身世帯） 

戸籍謄本 

本籍のある市町村で発行 

現在戸籍を取っても状況が確認できな

い場合は、更に改製原戸籍などの提出

をお願いします。 

◎婚約中の方 

 婚約証明書 (※2) 

両人の戸籍謄本 

 

入籍の３ヶ月前から受け付けます。 

入籍後の戸籍謄本も必要です。 

戸籍謄本を提出できない場合は入居を

取り消すことがあります。 

◎保護世帯の方 

被保護者証の写し 

 

◎申込者や同居する方、同居外の扶養親族に障害をお持

ちの方がいる場合 

身体障害者手帳の写し 

療育手帳の写し 

精神障害者保健福祉手帳の写し 

戦傷病者手帳等の写し 

手帳に有効期限のあるものは、有効期

限内のものに限ります。 

◎原子爆弾被爆者の方 

原子爆弾被爆者の医療特別手当証書等の写し  

 

◎海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算し

て５年を経過していない方 

 永住帰国者証明書の写し 

 

◎ハンセン病療養所入所者 

 国立ハンセン病療養所等の長の発行する証明書 

 

◎持ち家を売却の方 

 不動産売買契約書等の写し 

 

◎DV 被害者の方 

・DV法の規定による一時保護、施設保護または母子生

活支援施設による保護終了後、5 年を経過していない

ことがわかる証明書 

・裁判所の保護命令後 5 年を経過していないことがわ

かる証明書 

・「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 

・「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力申出受理

確認書」 

 

いずれか一つ提出してください。 

※１… 用紙は、新潟県住宅供給公社にあり、公社ホームページからダウンロードも可能です。 

※２… 用紙は、新潟県住宅供給公社にあります。 
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《該当する方のみ提出する書類その 2》 

その他世帯の状況に応じて別途必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご承知おきく

ださい。 

 

 

 

②契約に必要な書類 

県営住宅の契約時（＝鍵の受渡日）には、下記の書類が必要となります。 

書類名 作成方法及び注意事項 

請書 

入居説明会時にお渡ししま

す。 

請書は入居者と県との間の賃貸借契約書です。 

連帯保証人が１名必要です。 

入居名義人は現住所、氏名を記入し、 

印鑑登録してある実印を押してください。 

連帯保証人は現住所、氏名、連絡先、入居名義人との関係を記

入し、印鑑登録してある実印を押してください。 

なお、どうしても連帯保証人を設定できない方は公社にご相談

ください。 

入 

居 

名 

義 

人 

印鑑登録証明書 １通提出してください。 

連 

帯 

保 

証 

人 

印鑑登録証明書 １通提出してください。 

収入証明書 市役所又は区役所発行の所得証明書 

住民票（抄本） 連帯保証人が記載されていて、本籍・続柄等の省略のないもの。 

誓約書 

入居説明会時にお渡ししま

す。 

動物飼育をしないなど、県営住宅の入居にあたって 13 ﾍﾟｰｼﾞ

記載の内容について誓約いただきます。 

敷金の領収書 
入居説明会後に敷金の納付書を送付しますので、その敷金を納

めた領収書を持参してください。 

必要書類 注意事項 

◎大学生、専門学校生など満 18 才以上の方で在学中の

方（同居外扶養を含む） 

学生証の写し及び世帯主の源泉徴収票 

有効期限内のものに限ります。４年制

の高等学校などに在学中で令和 8 年 4

月 1 日現在満 18 才以上の方も必要で

す。 

◎外国人の方 

在留カードの写し 

あるいは特別永住者証明書の写し 

住所変更等裏面への記載があるものに

ついては裏面も写しが必要です。 

◎災害等により住宅に困窮している方 

 り災証明書の写し等 

証明書は、市町村で交付を受けること

ができます。 
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６．新潟市内県営住宅位置図・一覧表 
（位置図には定期募集の住宅も含まれます。） 

 
 

【随時募集の対象住戸概要一覧表】 

 

  

※家賃額は令和 8年度（令和 8年 4月～）の家賃を表示しています。 

 

区 住宅名 募集階数 竣工年度 構造 風呂
エレ
ベータ 間取り 駐車場

1F～ 11,400 ～ 17,600

4F
2F～ 21,000 ～ 31,300

3F
14,100 ～ 21,300

新金沢 3F 22,200 ～ 34,800

（1～4号棟） 4F
1F～ 16,100 ～ 24,000

4F
早通北 12,400 ～ 21,100

（30～45号棟）

早通北 15,100 ～ 23,800

（46～47号棟）

家賃

（裁量世帯最高額）

中央区 文京町
S41～
S42

4階建 無 無 3K 7,000
(19,000)

西区 上新栄町 S54 3階建 無 無 3DK 5,000
(41,300)

秋葉区
新栄町 3F～5F

S51～
S52

5階建 無 無 3DK 3,800
(28,100)

H5～
H7

3～4階建 有 無 3DK 3,000
(45,900)

西蒲区 割前 S55 4階建 無 無 3DK 2,900
(31,600)

北区
1F～5F

S50～
S52

5階建 無 無 3DK

(31,400)

3,600
(27,800)

1F～5F
S53～
S54

5階建 無 無
3DK、
3LDK

3,600
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７．県営住宅の問い合わせ・申込み先 
 

新潟市内に所在する県営住宅は、管理代行制度により県住宅供給公社が県に代わって 

管理を行っています。 
 
 

県営住宅・風呂レンタル問い合わせ・申込み先 （平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで） 

担当区 窓口 住所（申込書提出先） 電話番号 

 

中央区 

西区・秋葉区 

西蒲区 

 

新潟県住宅供給公社 

業務管理課         

〒950-0965 

新潟市中央区 

新光町 15番地２ 

公社総合ビル 2階 

025-285-6111 

北区 
新潟県住宅供給公社 

豊栄事務所 

〒950-3375 

新潟市北区 

早通南 1丁目 1番 4号 025-388-6555 

 

 

 

 

 

 

   



- 20 - 

 

 

（令和 8年 1月改定） 

早通連絡所 


